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１

高
学
歴
女
性
に
も
広
が
る

育
児
期
の
職
業
中
断

　
「
仕
事
、
子
育
て
と
生
活
の
調
和
」
が
、

育
児
期
の
女
性
に
と
っ
て
、
万
国
共
通
の
課

題
と
も
言
え
る
。
日
本
で
は
「
男
女
役
割
分

業
」
や
男
性
中
心
の
職
場
慣
行
が
依
然
と
し

て
色
濃
く
残
っ
て
い
る
た
め
、
日
本
女
性
は

他
国
女
性
に
比
べ
る
と
、「
仕
事
か
、家
庭
か
」

と
い
う
二
者
択
一
の
難
し
い
局
面
に
追
い
込

ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
「
子
育

て
世
帯
全
国
調
査
二
〇
一
一
」
で
は
、
あ
る

三
六
歳
の
大
卒
専
業
主
婦
（
子
ど
も
二
人
、

六
歳
と
三
歳
）
は
、
自
由
記
述
で
自
分
の
ジ

レ
ン
マ
を
以
下
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
。

　「
両
親
の
助
け
等
が
な
い
と
子
供
を
育
て

な
が
ら
の
フ
ル
タ
イ
ム
で
の
就
労
は
非
常
に

厳
し
い
と
感
じ
る
。
働
く
意
思
が
あ
っ
て
も

子
育
て
中
は
無
理
と
あ
き
ら
め

て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
度
離
職

し
て
し
ま
う
と
な
か
な
か
以
前

と
同
じ
条
件
で
働
け
な
い
こ
と

も
問
題
で
あ
る
。
も
っ
と
流
動

性
か
つ
柔
軟
性
の
あ
る
労
働
市

場
に
な
っ
て
欲
し
い
」

　

親
や
配
偶
者
か
ら
子
育
て
の

サ
ポ
ー
ト
を
得
ら
れ
な
い
中
、

彼
女
の
よ
う
に
、
働
く
意
思
が

あ
る
の
に
仕
事
を
あ
き
ら
め
ざ

る
を
得
な
い
高
学
歴
女
性
が
決

し
て
少
な
く
な
い
。
最
近
の
調

査
結
果
（
ヒ
ュ
ー
レ
ッ
ト
等
二

〇
一
一
）
に
よ
る
と
、
日
本
で

は
大
卒
女
性
の
七
四
％
が
、
休

職
・
離
職
を
経
験
し
て
い
る
。

そ
の
多
く
は
、
育
児
期
の
女
性
た
ち
で
あ
る
。

　

育
児
期
の
職
業
中
断
は
、
低
学
歴
層
女
性

だ
け
で
な
く
高
学
歴
層
女
性
に
も
広
が
っ
て

い
る
こ
と
が
日
本
特
有
の
現
象
で
あ
る
。
戦

後
多
く
の
国
（
例
え
ば
米
国
、
英
国
、
北
欧

諸
国
）
で
は
、
高
学
歴
化
の
流
れ
は
、
女
性

の
職
場
進
出
の
加
速
と
と
も
に
進
行
し
て
き

た
（
大
沢
・
田
中
一
九
八
九
、
大
沢
一
九
九

三
）。
し
か
し
、
日
本
は
そ
の
例
外
で
、
高

学
歴
層
の
割
合
が
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

育
児
期
女
性
の
職
業
中
断
が
多
い
。
樋
口
・

早
見
（
一
九
八
四
）
の
実
証
分
析
に
よ
る
と
、

学
歴
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
米
国
女
性
（
白

人
）
の
有
業
率
が
大
き
く
上
昇
す
る
も
の
の
、

日
本
で
は
そ
の
効
果
は
小
さ
く
、
統
計
的
に

も
有
意
と
は
言
え
な
い
。

　

日
本
は
、
他
国
で
は
見
ら
れ
な
い
独
特
な

「
新
規
学
卒
一
括
採
用
慣
行
」
が
強
い
た
め
、

育
児
期
に
お
け
る
職
業
の
中
断
が
女
性
の
賃

金
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
（
大
沢
一

九
九
三
）。
実
際
、
子
育
て
女
性
の
八
割
が

学
校
を
卒
業
し
た
時
点
で
正
社
員
の
職
を
得

て
い
る
も
の
の
、
職
業
中
断
後
の
再
就
職
は
、

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
が
そ
の
大
半
を
占
め
て
い

る
（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
二
〇
一
二
）。
川
口
（
二

〇
〇
八
）
の
推
定
に
よ
る
と
、
結
婚
に
よ
る

キ
ャ
リ
ア
の
中
断
な
ど
を
含
め
た
広
義
の
結

婚
ペ
ナ
ル
テ
ィ
は
約
八
％
で
、
広
義
の
出
産

ペ
ナ
ル
テ
ィ
は
約
四
％
で
あ
る
。
出
産
ペ
ナ

ル
テ
ィ
の
大
部
分
は
出
産
に
伴
う
就
業
の
中

断
が
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
は
、
海
外
の
研

究
で
は
見
ら
れ
な
い
日
本
の
特
徴
だ
と
川
口

（
二
〇
〇
八
）
は
指
摘
す
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
日
本
女
性
の
多
く
は
、
育
児

期
に
職
業
を
中
断
さ
せ
て
し
ま
う
の
か
。
以

下
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
「
子
育
て
世
帯
全
国
調

査
二
〇
一
一
」（
注
）
の
再
集
計
結
果
や
日
米

中
の
国
際
比
較
に
基
づ
き
、
育
児
期
女
性
の

職
場
進
出
に
つ
い
て
、
そ
の
現
状
と
課
題
を

ま
と
め
た
。

２

母
親
側
の
就
業
事
情

（
１
）
子
ど
も
の
成
長
段
階
に
合
わ
せ
る

　

育
児
期
女
性
の
職
場
進
出
は
、
末
子
の
年

齢
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
未
就
学
児
童
、

と
く
に
三
歳
未
満
乳
幼
児
の
母
親
の
就
業
率

が
低
い
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
、
シ
ン
グ
ル

マ
ザ
ー
に
は
そ
れ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
も
の

の
、
配
偶
者
の
い
る
既
婚
マ
ザ
ー
に
は
っ
き

り
と
出
て
い
る
。
例
え
ば
、
〇
歳
児
、
一
歳

児
、
二
歳
児
の
母
親
の
就
業
率
は
そ
れ
ぞ
れ

三
一
・
一
％
、
三
八
・
二
％
、
四
五
・
三
％

で
、
い
ず
れ
も
五
〇
％
未
満
で
あ
る
。
一
方
、

末
子
が
六
歳
に
な
る
と
、
母
親
の
就
業
率
は

育
児
期
女
性
の
活
用
―
現
状
と
課
題

　
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
副
主
任
研
究
員　

周　

燕
飛
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六
八
・
七
％
に
増
え
る
。
末
子
が
中
学
生（
一

三
歳
）
に
な
る
頃
に
は
、
母
親
の
就
業
率
が

八
割
台
ま
で
に
上
昇
し
て
い
る
（
図
１
）。

　

都
市
部
で
は
三
歳
未
満
の
乳
幼
児
が
な
か

な
か
保
育
所
に
入
れ
な
い
こ
と
や
、
三
歳
ま

で
は
母
親
が
自
ら
育
て
な
い
と
将
来
子
ど
も

の
発
達
に
悪
影
響
が
出
る
と
い
う
「
三
歳
児

神
話
」
の
信
仰
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　

ま
た
、
末
子
が
小
学
校
低
学
年
の
頃
に
は
、

母
親
の
就
業
率
に
落
ち
込
み
が
見
ら
れ
る
。

シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
場
合
、
子
ど
も
が
小
学

校
に
入
学
す
る
直
前
（
五
歳
）
に
お
い
て
、

母
親
の
就
業
率
は
八
六
・
七
％
で
あ
る
が
、

子
ど
も
が
小
一
（
六
歳
）、
小
二
（
七
歳
）、

小
三
（
八
歳
）
に
な
る
と
、
就
業
率
が
そ
れ

ぞ
れ
二
・
五
ポ
イ
ン
ト
、
一
二
・
四
ポ
イ
ン

ト
、
一
七
・
五
ポ
イ
ン
ト
と
大
幅
に
落
ち
込

ん
で
い
る
。
既
婚
マ
ザ
ー
に
つ
い
て
は
、
就

業
率
の
落
ち
込
み
幅
は
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
よ

り
緩
や
か
で
あ
る
が
、
や
は
り
子
ど
も
が
小

学
校
低
学
年
の
時
期
に
は
就
業
率
の
低
下
が

見
ら
れ
る
。

　

こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
「
小
一
の
壁
」
と
言

わ
れ
る
現
象
の
表
れ
で
あ
る
。
低
学
年
の
子

ど
も
が
放
課
後
を
過
ご
す
学
童
保
育
は
、
保

育
園
に
比
べ
て
預
か
り
時
間
が
短
い
う
え
、

Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
や
学
校
行
事
が
平
日
昼
間
に
行

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
こ
の
時
期
に
働

き
方
を
変
え
、
退
職
を
考
え
る
人
が
多
い
と

言
わ
れ
て
い
る
。

（
2
）
高
い
就
業
意
欲

　
「
現
在
無
職
」
の
子
育
て
女
性
で
も
就
業

意
欲
が
高
い
。
無
職
な
が
ら
も
「
今
す
ぐ
に

働
き
た
い
」
ま
た
は
「
今
は
働
け
な
い
が
そ

の
う
ち
働
き
た
い
」
と
回
答
し
た
「
働
き
た

い
」
母
親
の
割
合
が
、
末
子
の
年
齢
に
か
か

わ
ら
ず
全
体
の
八
～
九
割
前
後
と
な
っ
て
い

る
（
図
２
）。　

　

シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
場
合
、
母
親
の
就
業

率
は
八
割
を
超
え
て
お
り
、
無
職
者
の
ほ
と

ん
ど
は
、
病
気
や
障
害
等
働
け
な
い
理
由
が

あ
る
か
と
思
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
、

「
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
回
答
し
た
無

職
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
は
、
全
体
の
一
割
程
度

に
過
ぎ
な
い
。
八
八
・
五
％
の
無
職
シ
ン
グ

ル
マ
ザ
ー
は
、「
今
す
ぐ
働
き
た
い
」（
二
九
・

八
％
）
ま
た
は
「
そ
の
う
ち
働
き
た
い
」（
五

八
・
六
％
）
と
考
え
て
い
る
。

３

正
社
員
雇
用
を
め
ざ
し
て

（
１
）
先
細
り
に
な
る
正
社
員
雇
用
の
機
会

　

バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の
長
引
く
不
況
の
結

果
、
企
業
に
お
い
て
正
社
員
採
用
の
抑
制
傾

向
が
ま
す
ま
す
鮮
明
と
な
り
、
若
い
世
代
ほ

ど
正
社
員
と
し
て
働
く
機
会
が
少
な
く
な
っ

て
い
る
。
子
育
て
中
の
女
性
も
そ
の
例
外
で

は
な
い
。

　

最
終
学
校
を
卒
業
し
た
後
に
最
初
に
就
い

た
仕
事
（
初
職
）
が
正
社
員
か
ど
う
か
に
つ

い
て
比
較
し
て
み
よ
う
。
学
校
卒
業
時
が

ち
ょ
う
ど
バ
ブ
ル
景
気
に
あ
た
る
「
一
九
六

五
―
一
九
六
九
年
」
出
生
コ
ー
ホ
ー
ト
、
い

わ
ゆ
る
「
バ
ブ
ル
期
世
代
」
の
場
合
、
初
職

の
正
社
員
比
率
が
既
婚
マ
ザ
ー
九
〇
・
八
％

に
達
し
て
お
り
、
一
部
の
特
殊
な
ケ
ー
ス
を

除
け
ば
、
ほ
ぼ
希
望
者
全
員
が
正
社
員
に
な

れ
た
世
代
と
い
え
る
（
図
３
）。
シ
ン
グ
ル

マ
ザ
ー
の
場
合
、「
一
九
七
〇
―
一
九
七
四

年
」
生
ま
れ
の
コ
ー
ホ
ー
ト
の
初
職
正
社
員

率
（
八
五
・
二
％
）
が
も
っ
と
も
高
く
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
に
は

中
学
校
・
高
校
卒
が
比
較
的
多
い
た
め
、
バ

ブ
ル
に
よ
る
就
職
売
り
手
市
場
の
恩
恵
を
受

図１　末子の年齢各歳別母親の有業率（％）

図２　無職ながらも「働きたい」母親の割合（％）

図３　出生コーホート別初職正社員比率（%）
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け
る
年
齢
層
が
既
婚
マ
ザ
ー
よ
り
若
干
若
い

か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　

バ
ブ
ル
期
世
代
と
は
対
照
的
に
、「
一
九
八

〇
年
以
降
」
出
生
の
も
っ
と
も
若
い
コ
ー

ホ
ー
ト
の
場
合
、
初
職
正
社
員
比
率
が
シ
ン

グ
ル
マ
ザ
ー
四
五
・
二
％
、
既
婚
マ
ザ
ー
六

一
・
三
％
に
落
ち
込
ん
で
い
る
。
二
〇
〇
六

年
か
ら
二
〇
〇
八
年
ま
で
の
三
年
間
を
除
け

ば
、
一
九
八
〇
年
以
降
に
生
ま
れ
た
世
代
は
、

ほ
ぼ
例
外
な
く
学
卒
時
が
雇
用
環
境
の
厳
し

い
「
就
職
氷
河
期
」
に
あ
た
る
。
そ
の
結
果

は
、「
氷
河
期
世
代
」
子
育
て
女
性
の
約
四
割

は
、「
新
卒
一
括
採
用
」
と
い
う
雇
用
慣
行
の

波
に
乗
る
こ
と
が
で
き
ず
、
は
じ
め
か
ら
正

社
員
に
な
る
機
会
を
失
っ
て
い
た
。

（
２
）
再
就
職
で
正
社
員
雇
用
を
狙
う
シ
ン

グ
ル
マ
ザ
ー
た
ち

　

初
職
が
正
社
員
に
な
れ
な
か
っ
た
母
親
は
、

そ
の
後
転
職
・
再
就
職
す
る
こ
と
で
正
社
員

に
な
る
者
も
少
な
く
な
い
。

　

有
業
母
親
の
正
社
員
比
率
（
調
査
時
点
）

は
、
既
婚
マ
ザ
ー
二
八
・
八
％
、
シ
ン
グ
ル

マ
ザ
ー
三
九
・
九
％
と
な
っ
て
お
り
、
シ
ン

グ
ル
マ
ザ
ー
の
正
社
員
比
率
が
一
〇
ポ
イ
ン

ト
高
い
こ
と
が
分
か
る
。
初
職
の
正
社
員
比

率
は
、
既
婚
マ
ザ
ー
（
八
〇
・
六
％
）
が
シ

ン
グ
ル
マ
ザ
ー
（
七
四
・
六
％
）
よ
り
六
ポ

イ
ン
ト
高
か
っ
た
の
に
（
図
３
）、
な
ぜ
こ

の
よ
う
な
逆
転
が
起
き
て
し
ま
っ
た
の
か
。

実
は
、
正
社
員
に
な
っ
た
ル
ー
ト
を
巡
っ
て

は
、
既
婚
マ
ザ
ー
と
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
と
の

間
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
（
図
４
）。
既
婚

マ
ザ
ー
の
場
合
、
約
半
数
の
正
社
員
が
「
初

職
継
続
」
組
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
シ
ン
グ
ル
マ

ザ
ー
の
正
社
員
は
、
一
度

仕
事
を
辞
め
て
か
ら
の

「
再
就
職
」
組
が
最
も
多

い
（
五
〇
・
九
％
）。

　

大
企
業
を
中
心
に
新
卒

一
括
採
用
慣
行
や
年
功
序

列
型
賃
金
体
系
が
色
濃
く

残
っ
て
い
る
た
め
、「
初
職

継
続
」
組
の
多
い
既
婚
マ

ザ
ー
正
社
員
に
は
、
大
企

業
や
賃
金
の
比
較
的
高
い

ポ
ス
ト
に
就
い
て
い
る
者

の
割
合
が
シ
ン
グ
ル
マ

ザ
ー
正
社
員
よ
り
も
高
い
。

例
え
ば
、
従
業
員
三
〇
〇

人
以
上
の
大
企
業
や
官
公

庁
に
勤
務
す
る
正
社
員
の

割
合
は
、
既
婚
マ
ザ
ー
が

三
七
・
七
％
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
シ
ン
グ
ル
マ

ザ
ー
は
二
六
・
一
％
で
あ

る
。
ま
た
、
既
婚
マ
ザ
ー

正
社
員
の
平
均
年
収
（
税

込
）
は
三
六
三
・
九
万
円

で
、シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー（
二

九
七
・
六
万
円
）
よ
り
二

二
・
三
％
高
い
。

４

育
児
期
に
お
け
る
職
業
中

断
の
理
由

（
１
）
公
的
支
援
制
度
の
充
実
度
は
決
し
て

低
く
な
い

　

公
的
支
援
制
度
、
保
育
所
の
充
実
は
、
育

児
期
女
性
の
職
場
進
出
に
も
っ
と
も
重
要
な

環
境
要
因
で
あ
る
。
表
１
は
、
日
米
中
の
公

的
支
援
制
度
を
整
理
し
、
比
較
し
た
も
の
で

あ
る
。全
体
と
し
て
、日
本
の
充
実
度
が
も
っ

と
も
高
く
、
米
国
の
充
実
度
が
も
っ
と
も
低

い
。
中
国
の
充
実
度
が
、
日
米
の
中
間
に
位

置
し
て
い
る
も
の
と
言
え
る
。

　

ま
ず
、
育
児
期
女
性
の
職
場
進
出
を
支
え

る
公
的
支
援
制
度
の
う
ち
、
も
っ
と
も
基
本

と
な
る「
産
前
産
後
休
暇
制
度
」（
産
休
制
度
）

が
あ
る
。「
産
休
制
度
」
に
つ
い
て
は
、
日

本
が
「
労
働
基
準
法
」、
中
国
は
「
女
性
職

員
の
労
働
保
護
規
定
」、
米
国
は
連
邦
法

「F
am

ily and M
edical L

eave A
ct

」（
Ｆ

Ｍ
Ｌ
Ａ
）
に
よ
っ
て
法
制
化
し
て
い
る
（
表

１
）。
産
休
の
標
準
的
日
数
は
、
日
本
は
一

四
週
間
、
中
国
と
米
国
は
一
二
週
間
（
九
〇

日
）
で
あ
り
、
三
カ
国
で
大
差
な
い
。
し
か

し
、
産
前
休
暇
に
つ
い
て
は
、
日
本
が
六
週

間
あ
る
の
に
対
し
て
、
中
国
は
二
週
間
（
一

五
日
）、
米
国
は
原
則
ゼ
ロ
日
と
し
て
お
り
、

中
国
と
米
国
は
産
後
休
暇
に
重
み
を
置
い
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
産
休
期
間

の
所
得
補
償
は
、
日
本
は
産
休
前
標
準
報
酬

の
三
分
の
二
、
中
国
は
産
休
前
標
準
報
酬
の

八
〇
％
、
米
国
は
原
則
無
給
と
な
っ
て
い
る
。

　

次
に
、
産
休
が
終
了
し
て
か
ら
子
ど
も
の

授
乳
期
が
終
了
す
る
一
歳
に
な
る
ま
で
の
期

間
に
、
仕
事
を
休
む
権
利
を
保
障
す
る
「
育

22.2 

49.8 

15.4 

21.8 

50.9 

18.0 

11.5 

10.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

シングルマザー

(N=234)

既婚マザー

(N=239)

初職継続 転職継続 再就職 その他・不明

図４　正社員になったルート（％）

表１　育児期女性の職場進出を支える公的支援制度の比較
日本 中国 米国

充実度 高 中 低

産前産後 
休暇制度

(1)産前６週間産後８週間、給与
の2/3支給、(2)勤続１年以上の
雇用保険加入者に適用

(1)産前15日産後75日、合計90
日間（難産や多胎児105日間）、給
与の80%支給、(2)生育保険に加
入している全女性雇用者に適用

連邦法「Family and Medical 
Leave Act」により出産者が12週
間の休暇を取得可能。原則無給

育児休業 
制度

原則として１年間、給与の50%
支給

「授乳（哺乳）休暇制度」あり。産
休終了後に必要があれば、本人が
申請して認可されれば最大6.5
カ月の授乳休暇が得られる、給与
の80%支給

ＦＭＬＡの規定範囲内

子どもの 
看護制度

就学前の子どもを持つ労働者に
年５日～10日/人の看護休暇を
与える

「ミルクタイム制度」あり（子ども
が満1歳までの期間は、1日30分
程度×２回の授乳時間が保証さ
れている）

類似の制度がない

保育所
(1)全国各地に認可保育所が設置
され、0歳から預け可能、(2)応能
負担（月額0円～６万円程度）

(1)低負担の国営企業の保育所
（減少の一途）、高負担の民間保育
所、または中負担の住込みベビー
シッターの利用が一般的、(２)い
ずれも応益負担

(1)完全に市場化され、民間の保
育施設が主流で、質の良いものは
利用料が高い。(2)応益負担

資料出所： 厚生労働省、中国労働と社会保障部、米国労働局のホームページ、張（2011）、World Economic 
Forum（2011）等の資料を参考にして筆者が作成したものである。

注： 米国でも６つの州は、独自の州法を作り、産休の利用者に所得補償を提供している。ただし、所得補償率は州
によって異なる（例えば、ニューヨーク州は 65％、カリフォルニア州は 55％）

注：現在正社員の母親を対象とした集計結果である。
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児
休
業
制
度
」
が
あ
る
。
日
本
で
は
、
勤
続

年
数
一
年
以
上
の
労
働
者
に
対
し
て
、
子
ど

も
が
満
一
歳
に
な
る
ま
で
の
期
間
は
、
給
与

補
償
率
五
〇
％
の
休
暇
権
利
が
認
め
ら
れ
て

い
る
。
一
方
、中
国
で
は「
育
児
休
業
制
度
」

は
存
在
し
な
い
も
の
の
、
産
休
後
に
子
ど
も

ま
た
は
母
親
の
健
康
状
態
が
悪
い
等
特
別
な

事
情
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
、
最
大
六
・
五

カ
月
の
休
暇
、
い
わ
ゆ
る
「
授
乳
（
哺
乳
）

休
暇
制
度
」
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
間
の
給
与
は
八
〇
％
補
償
さ
れ
て
い
る
。

米
国
に
つ
い
て
は
「
育
児
休
業
制
度
」
に
類

似
し
た
制
度
は
な
く
、
出
産
し
た
女
性
労
働

者
は
子
ど
も
が
満
一
歳
に
な
る
ま
で
Ｆ
Ｍ
Ｌ

Ａ
の
規
定
範
囲
内
で
無
給
休
暇
を
取
得
す
る

の
み
で
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
日
本
に
は
未
就
学
児
を
持
つ

全
女
性
労
働
者
に
、
原
則
と
し
て
年
五
～
一

〇
日
の
「
子
ど
も
の
看
護
休
暇
」
を
与
え
る

制
度
が
あ
る
一
方
、
中
国
と
米
国
に
は
こ
う

し
た
制
度
は
な
い
。
あ
え
て
近
い
制
度
を
探

す
な
ら
ば
、
中
国
で
は
一
歳
未
満
の
乳
児
を

持
つ
女
性
労
働
者
に
、
毎
日
の
勤
務
時
間
内

に
授
乳
時
間
（
一
回
三
〇
分
程
度
×
二
回
）

を
与
え
る
「
ミ
ル
ク
タ
イ
ム
制
度
」
が
あ
る

程
度
で
あ
る
。
し
か
し
、「
ミ
ル
ク
タ
イ
ム
制

度
」
は
、
国
営
企
業
の
事
業
所
内
保
育
所
が

多
か
っ
た
時
代
の
名
残
で
あ
り
、
現
在
も
こ

の
制
度
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
女
性
労
働
者

は
少
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（
２
）
画
一
的
、
高
品
質
な
保
育
サ
ー
ビ
ス

　

保
育
所
は
、
育
児
期
女
性
の
職
場
進
出
に

欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
。
日
本
で
は
保
育

所
は
サ
ー
ビ
ス
産
業
で
は
な
く
、
児
童
福
祉

の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
国
と
自
治

体
が
大
量
の
税
金
を
投
入
し
た
認
可
保
育
所

が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
シ
ス
テ

ム
は
、
利
用
者
に
と
っ
て
か
な
り
利
便
性
が

高
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
〇
歳
児

か
ら
の
受
け
入
れ
が
可
能
な
保
育
所
が
大
半

を
占
め
て
お
り
、
保
護
者
が
希
望
す
れ
ば
早

期
の
職
場
復
帰
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
次

に
、
実
際
の
運
営
コ
ス
ト
に
比
べ
て
利
用
料

（
保
育
料
）
が
全
体
的
に
格
段
に
安
く
抑
え

ら
れ
て
お
り
（「
低
料
金
」）、
保
護
者
の
収

入
階
層
に
応
じ
て
利
用
料
が
上
下
す
る
制
度

（「
応
能
負
担
」）
な
の
で
、
低
所
得
層
の
女

性
で
も
利
用
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

保
育
所
の
設
置
基
準
は
「
児
童
福
祉
法
」、

保
育
内
容
は
「
保
育
所
保
育
指
針
」
に
よ
っ

て
厳
格
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
画
一
的
、
高

品
質
な
サ
ー
ビ
ス
が
担
保
さ
れ
て
い
る
。
課

題
は
名
古
屋
、
東
京
等
都
市
部
を
中
心
に
認

可
保
育
所
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

保
育
所
の
整
備
不
足
は
日
本
女
性
の
職
場
進

出
を
阻
害
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
多
い
（
周

二
〇
一
二
）。

　

一
方
中
国
で
は
、
保
育
所
（
幼
児
園
）
は

都
市
部
に
限
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
少

数
の
公
立
や
国
有
企
業
立
の
幼
児
園
を
除
い

て
幼
児
園
の
利
用
料
は
高
く
、
利
用
料
も
原

則
と
し
て
「
応
益
負
担
」
で
低
所
得
家
庭
へ

の
負
担
軽
減
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

市
場
原
理
に
よ
っ
て
、
入
園
希
望
者
の
多
い

有
名
園
で
は
通
常
の
保
育
料
の
ほ
か
、
多
額

の
寄
付
（
賛
助
費
）
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
、
中
に
は
非
常
に
高
価
な
「
貴
族
幼
児

園
」
も
全
国
各
地
に
登
場
し
て
い
る
（
一
見

二
〇
一
一
）。
私
立
幼
児
園
の
費
用
は
、
大

卒
者
の
初
任
給
や
大
学
の
学
費
よ
り
も
高
い

と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
幼
児
園
の

設
置
基
準
や
保
育
の
中
身
に
つ
い
て
明
確
な

基
準
が
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
に
バ
ラ
ツ
キ

が
大
き
い
。
さ
ら
に
、
幼
児
園
は
、
三
歳
～

五
歳
ま
で
の
児
童
を
主
な
利
用
対
象
に
し
て

お
り
、
受
入
開
始
年
齢
は
一
歳
半
以
降
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
。
一
方
、
低
年
齢
児
、
特
に

〇
歳
児
保
育
は
、
住
込
み
の
ベ
ビ
ー
シ
ッ

タ
ー
ま
た
は
祖
父
母
に
よ
っ
て
行
う
の
が
一

般
的
で
あ
る
。

　

米
国
で
は
保
育
は
社
会
福
祉
で
は
な
く
、

サ
ー
ビ
ス
産
業
で
あ
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て

成
立
し
て
い
る
。
働
く
必
要
性
の
高
い
低
所

得
者
や
母
子
家
庭
に
つ
い
て
は
、
保
育
料
の

補
助
が
提
供
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の

普
通
の
家
庭
に
お
い
て
は
、
保
育
料
は
基
本

的
に
応
益
負
担
と
し
て
全
額
自
己
負
担
と

な
っ
て
お
り
、
日
本
よ
り
も
一
般
利
用
者
の

負
担
が
大
き
い
（
周
二
〇
〇
二
）。
保
育
施

設
側
も
、
親
の
負
担
能
力
と
好
み
に
応
じ
て
、

質
と
価
格
を
組
み
合
わ
せ
た
さ
ま
ざ
ま
な
レ

ベ
ル
の
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
米
国
の
保
育
市
場
に
お
い
て
は
、

サ
ー
ビ
ス
の
供
給
不
足
は
起
き
て
い
な
い
も

の
の
、
質
の
面
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
存

在
し
て
い
る
。B

lau

（
二
〇
〇
一
）
が
指
摘

し
た
よ
う
に
、
良
質
な
保
育
施
設
の
欠
如
、

サ
ー
ビ
ス
の
質
に
関
す
る
情
報
の
不
完
全
性
、

母
親
が
価
格
に
敏
感
に
な
り
す
ぎ
て
質
へ
の

関
心
が
低
く
な
る
等
の
原
因
で
、
低
品
質
の

保
育
サ
ー
ビ
ス
が
横
行
す
る
と
い
っ
た
“
市

場
の
失
敗
”
が
起
き
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
3
）
母
親
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
は
支
援
制
度

の
恩
恵
を
授
か
れ
な
い

　

総
じ
て
、
日
本
の
公
的
育
児
支
援
制
度
や

保
育
所
に
不
完
全
な
と
こ
ろ
（
例
え
ば
都
市

部
の
保
育
所
不
足
）
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の

充
実
度
は
中
国
や
米
国
を
一
歩
リ
ー
ド
し
て

い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
れ
ら

の
支
援
制
度
の
恩
恵
を
授
か
れ
る
母
親
は
そ

れ
ほ
ど
多
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
日

本
企
業
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
育
児
支
援
制
度

が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
利
用
し
づ
ら

い
雰
囲
気
が
あ
る
等
の
理
由
で
、
女
性
社
員

に
と
っ
て
必
ず
し
も
利
用
し
や
す
い
も
の
に

な
っ
て
い
な
い
（
川
口
二
〇
〇
八
）。

　

育
児
休
業
制
度
を
例
に
挙
げ
る
と
、
そ
の

制
度
の
就
業
促
進
効
果
が
多
く
の
実
証
研
究

に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
（
森
田
・
金
子

一
九
九
八
、
周
二
〇
〇
三
等
）。
し
か
し
な

が
ら
、
母
親
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
る
専
業

主
婦
、
育
休
を
取
得
せ
ず
に
退
職
し
た
人
、

非
正
規
雇
用
者
に
は
、
育
休
制
度
の
恩
恵
が

及
ん
で
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

　

図
５
を
み
る
と
、
一
八
歳
未
満
の
子
ど
も

を
育
て
て
い
る
女
性
全
体
の
育
休
取
得
率
は
、

図５　初産年代、初職別育児休業の取得率（%）
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二
〇
・
六
％
に
過
ぎ
な
い
。
初
職
が
非
正
社

員
の
女
性
に
限
定
し
て
み
る
と
、
育
休
取
得

率
が
わ
ず
か
八
・
〇
％
で
あ
る
。「
初
職
＝

正
社
員
」
グ
ル
ー
プ
の
育
休
取
得
率
が
、
育

児
休
業
法
導
入
前
（
～
一
九
九
一
年
）
の
一

五
・
一
％
か
ら
直
近
の
四
〇
％
台
ま
で
に
上

昇
し
て
い
る
。
一
方
、「
初
職
＝
非
正
社
員
」

グ
ル
ー
プ
の
育
休
取
得
率
に
は
上
昇
傾
向
が

見
ら
れ
ず
、
直
近
の
年
で
初
産
を
迎
え
た
若

い
世
代
の
育
休
取
得
率
が
一
割
未
満
と
低
い

ま
ま
で
あ
る
。

５

女
性
の
職
場
進
出
を
阻
害
す

る
文
化
、
慣
習
と
雇
用
慣
行

（
１
）「
男
女
役
割
分
業
」
に
関
す
る
文
化
や
慣
習

　

女
性
の
職
場
進
出
に
対
す
る
文
化
や
習
慣

の
影
響
も
大
き
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
実
際
、

女
性
の
職
場
進
出
に
対
し
て
寛
容
的
な
文
化

や
社
会
環
境
（
例
え
ば
北
欧
諸
国
、
米
国
、

中
国
）
で
は
女
性
の
就
業
率
は
高
く
、
逆
に

女
性
の
家
庭
的
役
割
が
重
視
さ
れ
る
文
化
圏

（
例
え
ば
ト
ル
コ
、
イ
タ
リ
ア
、
日
本
）
で

は
女
性
の
就
業
率
が
低
い
（
参
考
資
料
：

O
E

C
D

 F
actB

ook 2011-2012

）。

　

文
化
や
習
慣
は
国
境
を
越
え
て
、
そ
の
人

の
就
業
選
択
に
顕
著
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
が
あ
る
。
例
え
ば
、
米
国
に
お
い
て
、
米

国
以
外
の
二
五
カ
国
出
身
の
二
世
移
民
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
三
〇
歳
～
四
〇
歳
既
婚

女
性
を
対
象
と
し
たF

ernandez (2007)

の
研
究
に
よ
る
と
、
出
身
国
の
女
性
労
働
参

加
率
が
一
標
準
偏
差
分
増
加
す
る
ご
と
に
、

彼
女
ら
の
一
日
あ
た
り
就
業
時
間
数
が
〇
・

八
七
時
間
（
八
％
相
当
）
も
増
え
る
こ
と
が

分
か
っ
て
い
る
。

　

女
性
の
職
場
進
出
に
対
す
る
寛
容
的
（
ま

た
は
否
定
的
）
文
化
や
習
慣
に
は
、
現
在
世

代
だ
け
で
は
な
く
、
将
来
世
代
の
行
動
を
変

え
る
「
エ
コ
ー
効
果
」（E

cho E
ffect

）
が

あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

F
ernandez, F

ogli and O
livetti (2004)

に
よ
る
と
、
ワ
ー
キ
ン
グ
マ
ザ
ー
に
よ
っ
て

育
て
ら
れ
た
男
性
は
、
有
業
女
性
と
結
婚
す

る
確
率
が
三
二
％
ポ
イ
ン
ト
も
高
い
。
ま
た
、

米
国
で
は
戦
後
の
大
規
模
な
人
口
移
動
に

よ
っ
て
、
偶
発
的
に
ワ
ー
キ
ン
グ
マ
ザ
ー
の

人
口
比
率
が
高
く
な
っ
た
州
で
は
、
そ
の
後

に
生
ま
れ
た
新
し
い
コ
ー
ホ
ー
ト
世
代
の
女

性
も
相
対
的
に
高
い
就
業
率
を
キ
ー
プ
し
て

い
た
。

　

現
代
中
国
で
は
そ
の
政
治
的
・
歴
史
的
理

由
で
、
女
性
の
職
場
進
出
に
対
し
て
非
常
に

寛
大
な
文
化
と
社
会
環
境
が
形
成
さ
れ
て
い

る
。
数
千
年
に
わ
た
り
儒
教
文
化
の
支
配
下

に
あ
っ
た
中
国
は
、
女
性
の
職
場
進
出
が
な

か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
も
の
の
、
一
九
四
九

年
の
中
華
人
民
共
和
国
成
立
と
と
も
に
、
そ

の
状
況
は
一
変
し
た
。
建
国
の
父
で
あ
る
毛

沢
東
元
国
家
主
席
は
、「
婦
女
能
頂
半
邊
天
」

（
女
性
は
天
の
半
分
を
支
え
る
）
と
唱
え
、

仕
事
と
家
庭
に
お
け
る
男
女
の
完
全
な
る
平

等
を
提
唱
し
た
。
当
時
の
政
府
は
、
労
働
年

齢
に
あ
た
る
す
べ
て
の
都
市
戸
籍
女
性
に
仕

事
を
あ
っ
せ
ん
（
分
配
）
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
男
性
的
職
場
に
も
女
性
の
進
出
を
促
し

て
い
た
（G

ustafsson and L
i

、2007

）。

現
在
は
国
に
よ
る
仕
事
の
あ
っ
せ
ん
こ
そ
な

く
な
っ
た
が
、
職
場
進
出
は
労
働
年
齢
女
性

に
お
け
る
当
然
の
姿
と
し
て
中
国
社
会
で
受

け
止
め
ら
れ
て
い
る
。

　

日
本
も
、
戦
後
に
お
い
て
女
性
の
職
場
進

出
は
進
ん
で
き
た
も
の
の
、
儒
教
文
化
は
依

然
と
し
て
根
強
く
国
民
意
識
に
残
っ
て
お
り
、

男
女
間
性
別
役
割
分
業
を
認
め
る
傾
向
は
中

国
や
米
国
よ
り
も
強
い
と
言
え
る
。
内
閣
府

「
男
女
共
同
参
画
社
会
に
関
す
る
世
論
調
査
」

に
よ
る
と
、「
夫
は
外
で
働
き
、
妻
は
家
庭
を

守
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
に
対
し

て
、一
九
九
二
年
調
査
に
は
「
賛
成
」（
六
〇
・

一
％
）
が
「
反
対
」（
三
四
・
〇
％
）
を
大
幅

に
上
回
っ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
九
年
調
査
で

は
「
反
対
」（
五
五
・
一
％
）
が
「
賛
成
」（
四

一
・
三
％
）
を
や
や
上
回
る
程
度
に
な
っ
て

い
る
。
日
本
社
会
は
女
性
の
職
場
進
出
に
対

し
て
徐
々
に
許
容
し
つ
つ
あ
る
反
面
、
依
然

と
し
て
四
割
の
日
本
人
が
女
性
の
職
場
進
出

に
否
定
的
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　

一
方
の
米
国
は
、
戦
後
に
サ
ー
ビ
ス
部
門

が
急
成
長
し
、
女
性
労
働
力
に
対
す
る
企
業

の
需
要
が
急
速
に
伸
び
て

い
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
応
し
た
形
で
、

米
国
社
会
も
、
女
性
の
職

場
進
出
に
対
し
て
、
そ
れ

を
寛
容
す
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
と
さ
れ
る

（F
ernandez, 2007

）。

米
国
世
論
調
査
（G

allup 
P

oll &
 G

eneral S
ocial 

S
urvey

）
に
よ
る
と
、「
夫

が
サ
ポ
ー
ト
可
能
な
限
り
、

妻
の
就
業
に
同
意
す
べ

き
」
と
考
え
る
米
国
人
の

割
合
は
、
一
九
三
六
年
調

査
で
は
一
八
％
に
過
ぎ
な

か
っ
た
が
、
一
九
九
八
年

調
査
で
は
八
〇
％
に
達
し

て
い
る
。
現
代
米
国
社
会

で
は
、
女
性
の
職
場
進
出

に
対
し
て
肯
定
的
な
考
え

を
持
つ
者
が
圧
倒
的
に
多

数
を
占
め
て
い
る
。

（
２
）
職
種
に
よ
る
男
女
役
割
分
業

　

日
本
に
お
け
る
「
男
女
役
割
分
業
」
の
根

深
さ
は
、
男
女
が
従
事
す
る
職
業
の
分
離
状

況
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
表
２
は
、
日
米
中

の
女
性
比
率
を
、
職
業
中
分
類
別
に
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
国
に
も
一
定
程

度
の
性
別
職
業
分
離
が
み
ら
れ
て
い
る
も
の

の
、
日
本
の
性
別
職
業
分
離
度
は
中
国
を
は

る
か
に
凌
ぎ
、
米
国
と
比
べ
て
も
高
い
水
準

で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
男
性
的
職
業
の
代
表
格
で
あ
る

「
車
・
機
械
運
転
」
の
従
事
者
に
つ
い
て
、

日
本
の
女
性
比
率
は
二
・
六
％
、
中
国
と
米

国
は
そ
れ
ぞ
れ
七
・
〇
％
と
一
三
・
九
％
と

表２　職業分離度の国別比較
日本 中国 米国

職業分離指数 44.1 22.0 39.5 
男性的職業の女性比率（％）
　　（Ａ）建設・土木作業 1.9 12.3 2.6
　　（Ｂ）機械整備・修理 2.4 10.9 4.0 
　　（Ｃ）車・機械運転 2.6 7.0 13.9 
　　（Ｄ）保安・消防職業 5.8 10.0 24.1
女性的職業の女性比率（％）
　　（Ｅ）保健・医療サービス職業 93.8 60.6 87.1
　　（Ｆ）接客・給仕職業 68.4 55.8 77.3
　　（Ｇ）商品販売 62.6 53.5 49.8
　　（Ｈ）一般事務 58.9 41.4 72.8
専門的職業の女性比率（％）
　　（Ｉ）管理的職業 14.4 25.1 39.1 
　　（Ｊ）経済・金融・経営専門職業 12.1 65.3 54.9 
　　（Ｋ）研究者・技術者 9.0 38.5 25.9 
　　（Ｌ）法務従事者 15.3 33.5 50.8 

資料出所：総務省統計局「国勢調査 2010」、中国国家統計局「第６次人口普査（センサス）資料
2010」、米国統計局 "2011 American Community Survey 1-Year Estimates" により筆者が作成。

注：(1) 職業分離指数＝∑｛｜ Pf-Pm ｜｝/2
　　Pf= 女性有業者総数に占める各職業の女性有業者の構成比（%)
　　Pm ＝男性有業者総数に占める各職業の男性有業者の構成比（%)
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な
っ
て
い
る
。「
建
設
・
土
木
作
業
」、「
機
械

整
備
・
修
理
」、「
保
安
・
消
防
職
業
」
等
男

性
的
職
業
も
同
様
に
、
日
本
の
女
性
比
率
は

中
国
や
米
国
に
比
べ
て
著
し
く
低
い
。

　

女
性
的
職
業
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
分

離
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
女
性
的
職
業
の
代
表

格
で
あ
る
「
保
健
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
」

の
女
性
比
率
に
つ
い
て
、日
本
は
九
三
・
八
％

も
あ
る
の
に
対
し
て
、
中
国
は
六
〇
・
六
％
、

米
国
は
八
七
・
一
％
と
な
っ
て
お
り
、
日
本

の
女
性
集
中
度
が
も
っ
と
も
高
い
こ
と
が
分

か
る
。「
保
健
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
」
を

は
じ
め
、「
接
客
・
給
仕
職
業
」、「
商
品
販
売
」、

「
一
般
事
務
」
等
の
女
性
が
集
中
し
て
い
る

職
業
の
多
く
は
、
企
業
特
殊
技
能
を
必
要
と

し
な
い
仕
事
で
あ
り
、
企
業
は
代
替
的
な
労

働
者
を
容
易
に
調
達
で
き
る
。

　

一
方
、
特
殊
技
能
が
必
要
で
他
人
に
代
替

さ
れ
に
く
い
「
専
門
的
職
業
」
の
場
合
、
日

本
の
女
性
割
合
は
、
三
カ
国
中
も
っ
と
も
低

い
。「
経
済
・
金
融
・
経
営
専
門
職
業
」
従

事
者
の
女
性
割
合
に
つ
い
て
、日
本
は
一
二
・

一
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
中
国
は
六
五
・

三
％
、
米
国
は
五
四
・
九
％
で
、
中
国
と
米

国
で
は
こ
れ
ら
の
専
門
職
は
む
し
ろ
女
性
優

勢
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
で
は
女
性
比
率
が

一
割
未
満
の
「
研
究
者
・
技
術
者
」
職
業
に

つ
い
て
も
、
中
国
で
は
三
八
・
五
％
、
米
国

で
は
二
五
・
九
％
に
達
し
て
い
る
。
そ
の
他
、

「
管
理
的
職
業
」
や
「
法
務
従
事
者
」
等
の

専
門
職
業
に
つ
い
て
も
、
中
米
に
比

べ
て
、
日
本
で
は
女
性
の
進
出
は
あ

ま
り
進
ん
で
い
な
い
。

（
３
）
日
本
的
雇
用
慣
行

　

こ
う
し
た
根
深
い
「
男
女
役
割
分

業
」
式
の
文
化
的
・
社
会
的
慣
行
と

セ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
終
身

雇
用
と
年
功
賃
金
に
基
づ
く
日
本
的

雇
用
慣
行
で
あ
る
と
、
川
口
（
二
〇

〇
八
）
は
指
摘
す
る
。

　

日
本
で
は
、
企
業
は
終
身
雇
用
と

年
功
賃
金
を
提
供
す
る
見
返
り
に
、

男
性
労
働
者
は
企
業
に
対
し
、
長
時

間
労
働
、
突
然
の
残
業
、
休
日
出
勤
、

出
張
、
転
勤
と
い
っ
た
企
業
の
都
合

に
応
じ
た
柔
軟
な
働
き
方
を
提
供
す

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
企
業
は
限
ら

れ
た
数
の
正
社
員
を
有
効
に
活
用
し
、

採
用
と
解
雇
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
一
方
、
男
性
の
こ
う

し
た
働
き
方
を
可
能
に
し
て
い
る
の

は
、
女
性
が
家
事
と
育
児
を
一
手
に

引
き
受
け
る
「
男
女
役
割
分
業
」
で
あ
る
。

女
性
は
、
男
性
か
ら
生
活
費
を
得
て
い
る
の

で
、
企
業
の
都
合
に
応
じ
た
働
き
方
を
す
る

必
要
が
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
女
性
は
男

性
に
対
し
家
事
・
育
児
の
提
供
を
行
う
た
め
、

男
性
の
よ
う
に
企
業
の
要
求
に
応
じ
て
柔
軟

に
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
は
、

企
業
が
基
幹
的
職
種
か
ら
女
性
を
排
除
す
る

こ
と
と
な
る
。
川
口
（
二
〇
〇
八
）
が
言
う

よ
う
に
、
日
本
的
雇
用
慣
行
と
男
女
役
割
分

業
の
元
で
は
、〈「
家
庭
内
に
お
け
る
性
別
分

業
」
＝
「
企
業
に
お
け
る
女
性
差
別
的
雇
用

制
度
」〉
と
な
る
。
片
稼
ぎ
家
庭
に
と
っ
て
、

夫
の
失
業
は
家
庭
の
経
済
危
機
を
意
味
す
る

た
め
、
家
庭
は
強
気
で
企
業
と
労
働
条
件
の

交
渉
が
で
き
な
く
な
る
。

　

一
方
の
中
国
は
、
か
つ
て
は
国
に
よ
る
仕

事
の
「
分
配
」（
措
置
）
制
度
や
日
本
の
正
社

員
に
近
い
「
固
定
工
」
と
い
う
就
業
形
態
が

一
般
的
だ
っ
た
。
し
か
し
、
労
働
市
場
の
活

性
化
を
図
る
た
め
に
、「
固
定
工
」
制
度
が
一

九
八
六
年
に
廃
止
さ
れ 

、
全
て
の
国
有
企
業
、

公
的
機
関
、
特
殊
法
人
に
労
働
契
約
制
の
導

入
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
労
働
者
と
企
業
が

労
働
契
約
更
新
に
よ
っ
て
そ
の
長
期
的
雇
用

関
係
を
維
持
し
て
い
る
が
、
国
有
企
業
の
従

業
員
で
す
ら
終
身
雇
用
が
保
証
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
一
九
九
〇
年
代
以

降
、
多
く
の
国
営
企
業
が
改
革
の
波
に
乗
っ

て
、
従
来
の
「
固
定
工
」
に
対
し
て
大
規
模

な
レ
イ
オ
フ
を
行
っ
て
い
た
（
万
成
・
丘
一

九
九
七
）。
ま
た
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に

そ
の
労
働
市
場
シ
ェ
ア
を
急
拡
大
し
て
き
た

個
人
・
民
営
企
業
、
外
資
系
企
業
の
場
合
、

労
働
者
と
企
業
と
の
雇
用
安
定
性
は
、
国
営

企
業
に
比
べ
て
さ
ら
に
低
い
も
の
と
な
っ
て

お
り
、
六
カ
月
未
満
、
一
年
の
短
期
雇
用
契

約
が
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
う
し
た
流
動
的
な

雇
用
関
係
と
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
の
が
、

「
共
働
き
型
家
庭
」
の
一
般
化
で
あ
る
。
妻

が
外
で
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
夫
の
失
職
に

伴
う
経
済
的
リ
ス
ク
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ

と
が
で
き
、
そ
れ
は
同
時
に
家
庭
の
対
企
業

交
渉
力
を
高
め
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

米
国
の
雇
用
関
係
も
、
非
常
に
流
動
的
で

あ
る
。
日
本
で
は
転
職
は
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル

を
招
く
こ
と
が
多
い
が
、
米
国
で
は
積
極
的

な
転
職
活
動
と
賃
金
の
伸
び
率
と
の
間
に
、

正
の
相
関
関
係
が
観
察
さ
れ
て
い
る（T

opel 
and W

ard 1992

）。
家
庭
の
都
合
に
よ
る

転
職
を
除
け
ば
、
男
性
も
女
性
も
一
回
当
た

り
の
転
職
に
つ
き
八
～
一
一
％
の
賃
金
プ
レ

ミ
ア
ム
（P

rem
ium

）
を
得
て
い
る
と
し
て
、

米
国
の
若
者
は
社
会
人
経
験
の
最
初
の
一
〇

年
間
に
平
均
数
度
の
転
職
を
行
う
（K

eith 
and M

cW
illiam

s 1999

）。
企
業
も
、
販
売

不
振
、
職
種
の
廃
止
・
シ
フ
ト
、
工
場
閉
鎖

等
経
営
上
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、
必
要
で
あ

れ
ば
入
社
年
次
の
浅
い
社
員
か
ら
順
次
リ
ス

ト
ラ
を
行
う
の
が
一
般
的
だ
っ
た
。

V
elletta (1999)

に
よ
る
と
、
一
九
八
〇
年

代
前
半
か
ら
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
、

米
国
の
雇
用
者
に
お
け
る
仕
事
の
安
定
性

（Job S
ecurity

）
が
低
下
し
て
お
り
、
企

業
と
労
働
者
と
の
雇
用
関
係
が
よ
り
流
動
的

に
な
っ
て
い
る
。

６

結
語
：
育
児
期
女
性
が
日
本
経

済
の
救
世
主
と
な
り
う
る
の
か

　

現
在
、
育
児
期
に
当
た
っ
て
い
る
コ
ー

ホ
ー
ト
の
日
本
女
性
に
は
、
高
学
歴
人
材
が

多
い
。
育
児
期
に
あ
た
る
年
齢
階
層
（
二
五

歳
～
四
九
歳
）
女
性
に
お
け
る
短
大
・
大
学

以
上
高
学
歴
者
の
割
合
は
、
日
本
が
五
三
・
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二
％
で
、
米
国
と
中
国
を
大
き
く
リ
ー
ド
し

て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
、
高
学
歴
の
日
本
女

性
は
、
専
業
主
婦
で
い
る
よ
り
も
職
場
進
出

を
選
び
や
す
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
実

際
の
と
こ
ろ
、
中
国
や
米
国
に
比
べ
て
育
児

期
の
日
本
女
性
の
就
業
率
が
低
く
、
た
と
え

就
業
し
て
い
て
も
、
そ
の
知
識
や
能
力
を
十

分
に
発
揮
で
き
な
い
４
Ｃ
（C

aring, 
C

leaning, C
ooking, C

ashier

）
の
パ
ー
ト

職
に
就
く
ケ
ー
ス
が
多
い
。
ま
た
、
育
児
期

の
職
業
中
断
は
、
低
学
歴
層
女
性
の
み
な
ら

ず
、
高
学
歴
層
女
性
に
も
広
が
っ
て
い
る
こ

と
が
日
本
特
有
の
現
象
で
あ
る
。

　

日
本
女
性
の
職
場
進
出
が
進
ま
な
い
理
由

と
し
て
、
一
般
的
に
、
結
婚
・
出
産
に
よ
る

職
業
の
中
断
、
育
児
支
援
制
度
の
利
用
し
に

く
さ
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
背

景
に
あ
る
、
よ
り
根
本
的
な
理
由
を
探
る
と
、

「
男
女
役
割
分
業
の
慣
習
」
お
よ
び
「
終
身

雇
用
＝
日
本
的
雇
用
慣
行
」
の
強
固
な
つ
な

が
り
に
こ
そ
、
真
の
原
因
が
見
出
さ
れ
る
。

日
本
的
雇
用
慣
行
と
男
女
役
割
分
業
の
元
で

は
、
妻
は
結
婚
・
出
産
す
る
と
、
仕
事
を
辞

め
て
家
庭
に
入
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
一
方
、

夫
は
企
業
の
都
合
を
優
先
し
た
働
き
方
を
す

る
た
め
家
事
・
育
児
の
分
担
を
最
小
限
に
止

め
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
企
業
も
女
性
社

員
の
早
期
離
職
を
見
据
え
た
上
で
採
用
と
昇

進
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ
を
決
め
、
女
性
が
基
幹
的
職
種

や
専
門
的
職
種
か
ら
排
除
さ
れ
、
代
替
さ
れ

や
す
い
非
専
門
的
職
種
に
セ
グ
メ
ン
ト
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。
企
業
に
と
っ
て
、
簡
単
に

代
替
で
き
る
女
性
社
員
の
た
め
に
育
児
支
援

制
度
を
整
備
し
、
利
用
し
や
す
い
も
の
に
し

て
い
く
こ
と
は
割
に
合
わ
な
く
な
る
。

　

戦
後
の
高
度
成
長
期
を
経
て
、「
男
女
役
割

分
業
慣
習
」
と
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
が
う

ま
く
結
び
付
き
、
日
本
で
は
、「
家
庭
内
に
お

け
る
性
別
分
業
」
と
「
企
業
に
お
け
る
女
性

差
別
的
雇
用
制
度
」
が
一
つ
の
均
衡
状
態
と

な
っ
て
い
る
（
川
口
二
〇
〇
八
）。
日
本
女

性
の
職
場
進
出
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、
ま

ず
は
こ
の
古
い
均
衡
状
態
か
ら
抜
け
出
し
、

「
夫
婦
共
働
き
家
庭
」と「
男
女
雇
用
均
等
」

と
い
う
新
し
い
均
衡
状
態
を
作
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
育
児
期
女
性
が
日
本
経
済
の
救

世
主
に
な
れ
る
か
ど
う
か
は
、
こ
の
新
し
い

均
衡
の
成
立
に
か
か
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
新
し
い
均
衡
が
古
い
均
衡
よ
り
も
効
率

的
で
あ
り
、
経
済
成
長
率
を
本
当
に
高
め
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、さ
ら
な
る
理
論
的
・

実
証
的
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
女
性
労
働
力

の
活
用
が
進
む
一
方
で
、
男
性
労
働
力
の
生

産
性
が
落
ち
る
の
で
あ
れ
ば
、
新
し
い
均
衡

が
望
ま
し
い
と
は
一
概
に
は
言
え
な
い
。

（
備
考
）
本
稿
は
、
周
（2013a, 2013b

）
を
基
に
加
筆
・

修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

［
注
］　

調
査
の
詳
細
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
調
査
シ
リ
ー
ズ
№

95
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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<

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル>

周
燕
飛
（
し
ゅ
う
・
え
ん
び
）

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
副
主
任
研
究
員

大
阪
大
学
国
際
公
共
政
策
研
究
科
博
士
課
程

修
了
（
国
際
公
共
政
策
博
士
）。
二
〇
〇
四

年
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
に
入
職
、
二

〇
一
〇
年
よ
り
現
職
。
専
門
分
野
は
、
労
働

経
済
学
と
社
会
保
障
論
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研

究
「
女
性
の
活
躍
促
進
に
関
す
る
調
査
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
サ
ブ
テ
ー
マ
「
子
育
て

中
の
女
性
の
就
業
に
関
す
る
調
査
研
究
」
を

担
当
。
最
近
の
主
な
研
究
成
果
に
、『
子
育
て

と
仕
事
の
狭
間
に
い
る
女
性
た
ち
―

JIL
P

T

子
育
て
世
帯
全
国
調
査2011

の
再

分
析
―
』（
労
働
政
策
研
究
報
告
書
№
159
、
二

〇
一
三
年
）、「
母
子
世
帯
の
母
親
に
お
け
る

正
社
員
就
業
の
条
件
」（『
季
刊
社
会
保
障
研

究
』V

ol.48(3)

、
二
〇
一
二
年
）
が
あ
る
。




